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令和７年度第１回さいたま市障害者の権利の擁護に関する委員会及び 

障害者差別解消部会（障害者差別解消支援地域協議会）、会議録 

 

日時：令和７年６月24日（火）14:00～16:00 

実施：リモート形式によるオンライン開催 

次  第 

１ 開  会 

２ 説  明 

 障害者の権利の擁護に関する委員会及び障害者差別解消部会の概要 

３ 議  題 

（１）令和７年度障害者差別解消に関する周知啓発の計画について 

（２）障害者差別に関する状況について 
（３）その他報告事項 

４ 閉  会 

 

配布資料 

・ 次第 

・ 委員名簿 

・ 資料１ さいたま市障害者の権利の擁護に関する委員会 障害者差別解消部会

（障害者差別解消支援地域協議会）について 

・ 資料２ 令和７年度障害者差別解消に関する周知啓発について 

・ 資料３ 令和６年度障害者差別集計表(速報値) 

・ 資料 4-1【非公開資料】令和６年度障害者差別相談対応事例一覧 

・ 資料５ さいたま市障害者総合支援指針 障害者差別相談票 

・ 資料６ さいたま市合理的配慮提供支援に係る補助金交付要綱について 

 

出 席 者 

委 員・・・大村委員長、森脇委員、若杉委員、宮井委員、野邉委員、 

佐野委員、赤尾委員、丸山委員 

臨 時 委 員・・・新井臨時委員、川津臨時委員、一ノ瀬臨時委員、竹内臨時委員、 

竹野谷臨時委員、黒金臨時委員、清水臨時委員、塚田臨時委員、 

塚越臨時委員、紺野臨時委員、宇土臨時委員 

事 務 局・・・障害政策課長、障害政策課ノーマライゼーション推進係長 

障害政策課職員 

 

欠 席 者 

月岡委員、篠﨑委員、稲積委員 
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１．開 会  

（事務局） 

それでは、定刻となりましたので始めさせていただきます。私は、さいたま市の障

害政策課の荒木と申します。よろしくお願いいたします。 

皆様、大変お忙しい中、令和７年度第１回、さいたま市障害者の権利の擁護に関す

る委員会にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

また、委員、臨時委員に委嘱任命させていただいた皆様につきましては、快くお引

き受けいただき、心より感謝申し上げます。 

まず、資料の確認をさせていただきたいと思います。事前にお配りした資料として

は、 

１ 次第 

２ 委員名簿。 

３ 資料１「さいたま市障害者の権利の擁護に関する委員会 障害者差別解消支援 

地域協議会」について 

４ 資料２「令和７年度障害者差別解消に関する周知啓発計画について」 

５ 資料３「令和６年度障害者差別集計表(速報値)」 

６ 資料４－１「令和６年度障害者差別相談対応事例一覧」 

なお、資料４－１、令和６年度障害者差別相談対応事例一覧の詳細につきましては、

個別具体的な事案でございますので、議題２「障害者差別に関する状況について」

の際に、画面表示をさせていただきます。 

７ 資料５「さいたま市障害者総合支援指針 障害者差別相談票」 

８ 資料６「さいたま市合理的配慮提供支援に係る補助金交付要綱について」 

以上でございます。 

続きまして、委員の皆様の出席状況を確認させていただきます。オンラインで出席

の委員が 20 名、欠席の委員が 2 名、月岡委員と篠崎委員です。オブザーバーのさい

たま地方法務局人権擁護課長稲積様の代理で矢田様に来ていただいております。さい

たま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例施行規則第 19 条

第２項の規定により、本日の会議は成立いたします。 

また、本日はオブザーバーとしまして国土交通省関東運輸局運輸局共生社会推進課

課長補佐の中野様に出席いただいております。国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局主

席運輸企画専門官の高木様につきましては所用により欠席と承っておりまして代わ

りに柴山様にご出席をいただいております。 

続きまして会議の公開でございますが、さいたま市情報公開条例第 23 条の規定に

より会議は原則公開となっております。本日、傍聴を希望する方２名が申請出ており

ますので、傍聴を許可したいと存じます。 

ただし議題の２の障害者差別に関する状況については、議題の後段において個別具

体的な差別事案を取り扱いますので一部、非公開とさせていただきます。傍聴人の方

につきましては、非公開部分に入る前にお声がけをいたしますので、申し訳ありませ

んがミーティングルームから退席をお願いします。 

ここで皆様にお願いがございます。本日は、多くの方にオンライン Zoom で参加い

ただいておりますので、ご自身が発言をするとき以外はミュートに設定していただく

ようお願いします。 
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また、ご発言いただく際には実際に挙手していただくか挙手ボタンを押すなどした

上で、委員長から指名後に発言をお願いします。その際、どなたが発言されたか分か

るようにお名前をおっしゃっていただけますようお願いします。 

それではただいまより、令和７度第１回さいたま市障害者の権利の擁護に関する委

員会を開会させていただきます。開会にあたりまして、障害政策課長の大久保よりご

挨拶を申し上げます。 

 

（大久保課長） 

皆様、こんにちは。 

障害政策課長の大久保と申します。 

開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 

本日ご出席いただいております皆様におかれましては、平素より、本市の障害者施

策の推進について、格別のご協力を賜り、この場をお借りしまして厚く御礼を申し上

げます。 

また今年度新たに本委員会の委員に委嘱任命されました皆様につきましては、御多

忙中にもかかわらず、快くお引き受けいただき、心より感謝を申し上げます。 

さて、本年度は、例年報告をさせていただいております。令和７年度における障害

者差別の解消に関する周知啓発の取り組み計画や、昨年度、市が相談を受けた障害者

差別事例について報告をさせていただきます。 

また、その他の事項として、昨年度、委員の皆様からいただいた意見をもとに作成

をしました。「さいたま市障害者相談支援指針」の障害者差別相談表に関する報告と、

今年度、一部改正を行った「さいたま市合理的配慮の提供支援に係る補助金の交付要

綱」に関する報告をさせていただきます。 

引き続き委員をお引き受けいただいた方、また新たに委員になられた方もいらっし

ゃると思いますが、改めて皆様方には、それぞれのご経験やお立場から、率直なご意

見を賜りますようお願いいたします。 

今後につきましても、ノーマライゼーション条例の理念の実現に向けて、障害者差

別の解消を推進する取り組みを着実に進めて参りたいと考えておりますので、皆様の

ご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、私からの挨拶とさせていた

だきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

それでは本日、第 1 回の委員会開催ということですので、初めてお顔を合わされる

方もいらっしゃるかと存じますので、お手数ではございますが、委員の皆様の自己紹

介を最初にお願いしたいと存じます。 

事務局私の方からご案内差し上げますのでお配りさせていただいている委員名簿

の順に、お願いをしたいと思います。 

それではまず大村委員、お願いいたします。 

 

（大村委員） 

皆さんこんにちは。筑波大学人間系助教の大村と申します。 
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どうぞよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

続きまして、森脇委員お願いいたします。 

 

（森脇委員） 

森脇です皆様こんにちは。 

青山学院大学で心理学科の教員をしております。改めまして森脇愛子と申します。

よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

続きまして、若杉委員、お願いいたします。 

 

（若杉委員） 

さいたま市の 4 つの医師会を代表しまして岩槻医師会副会長の若杉と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

続きまして、宮井委員、お願いいたします。 

 

（宮井委員） 

大宮厚生病院医師の宮井と申します。 

よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

続く埼玉弁護士会月岡委員は欠席です。 

続いて人権擁護委員の野邉委員、お願いいたします。 

 

（野邉委員） 

人権擁護委員の野邉と申します。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

続きまして、佐野委員、お願いいたします。 

 

（佐野委員） 

埼玉県社会保険労務士会の佐野と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

続きまして、赤尾委員、お願いいたします。 

 

（赤尾委員） 

公募委員の赤尾です。 
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現在、浦和特別支援学校ＰＴＡ相談役、それとさいたま市手話サークル連絡協議会

会長を務めています。障害を持つ子供の親の立場として、意見したいと思ってます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

続きまして、丸山委員、お願いいたします。 

 

（丸山委員） 

障害当事者の丸山と申します。 

視覚障害があってちょっと不手際とかあるかもしれませんけど、よろしくお願いい

たします。 

 

（事務局） 

続く、植水中学校篠崎委員は欠席でございます。 

続いて臨時委員の方に移らせていただきます。 

さいたま地方法務局の人権擁護課長の稲積様は本日欠席のため代理の矢田様、お願

いいたします。 

 

（矢田臨時委員） 

さいたま地方法務局人権擁護課の矢田と申します。 

本日は課長が所用のため代理として出席させていただいております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

続いて、新井委員、お願いします。 

 

（新井臨時委員） 

埼玉労働局職業安定部職業対策課の新井と申します。 

よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

続いて、川津委員、お願いします。 

 

（川津臨時委員） 

私は耳が聞こえませんので代わりに手話通訳が声に訳して、お伝えいたします。 

さいたま市聴覚障害者協会会長の川津と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

続いて、一ノ瀬委員、お願いいたします。 
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（一ノ瀬臨時委員） 

さいたま市手をつなぐ育成会の一ノ瀬と申します。 

よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

続いて竹内委員お願いします。 

 

（竹内臨時委員） 

精神障害当事者会ウィーズの竹内政治です。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

続いて竹野谷委員、お願いいたします。 

 

（竹野谷臨時委員） 

さいたま市岩槻区障害者生活支援センターささぼしで相談員をしております竹野

谷と申します。 

よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

続きまして、黒金委員お願いいたします。 

 

（黒金臨時委員） 

こんにちは。埼玉商工会議所の黒金といいます。 

私ども市内、1 万 2000 の会員事業所からなります。経済団体でございます。 

どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 

（事務局） 

続いて、清水委員、お願いいたします。 

 

（清水臨時委員） 

本来、埼玉弁護士会に所属しております弁護士の清水と申します。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

続きまして、塚田委員、お願いいたします。 

 

（塚田臨時委員） 

自治医科大学附属さいたま医療センターのソーシャルワーカーの塚田と申します。 

よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

続いて、塚越委員、お願いいたします。 
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（塚越臨時委員） 

皆様こんにちは。さいたま市消費生活総合センター所長の塚越と申します。 

よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

続いて、紺野委員、お願いします。 

途切れているようですので飛ばさせていただいて、最後に宇土委員お願いいたしま

す。 

 

（宇土臨時委員） 

初めまして。浦和区健康福祉部長福祉事務所長の宇土と申します。 

よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

オブザーバーの方にも自己紹介をお願いします。中野様お願いいたします。 

 

（中野オブザーバー） 

関東運輸局交通政策部共生社会推進課の中野と申します。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

最後に柴山様にもお願いいたします。 

 

（柴山オブザーバー） 

埼玉運輸支局の柴山と申します。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

よろしくお願いいたします。皆様ありがとうございました。 

続きまして、事務局側の職員の紹介をさせていただきます。 

まず、先ほどご挨拶させていただきました、大久保課長でございます。 

私はノーマライゼーション推進係長の荒木と申します。 

続いて吉野参与、真野主査、久城主査、岩瀬主査、石口主任、橿渕主事です。 

よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、委員の皆様及び事務局職員の紹介を終わります。 

それでは本日は第 1 回目の委員会ということで、委員長が選出されておりません。 

誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例施行規則第 17 条第１

項では、委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。と規定されており

ますので、どなたかご推薦ございましたら、挙手をして、ご指名をいただきたいと思

います。 

森脇委員、お願いいたします。 
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（森脇委員） 

森脇でございます。 

私から推薦をさせていただきたいと思うのですけれども、昨年度、この委員会の委

員長を務められており、これまで経験、ご経緯などもよくご存じの大村委員に引き続

きお願いをしてはと思うのですけれども、皆様いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

皆様、よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

それでは、本委員会の委員長は、引き続き、大村委員にお願いしたいと思います。 

大村委員どうぞよろしくお願いいたします。 

恐れ入りますが、大村委員には委員長就任のご挨拶をいただくとともに、以後の議

事進行をお願いしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは大村委員よろしくお願いいたします。 

 

（大村委員長） 

大変恐縮です。本委員会の委員長を、今ご説明いただきまして務めさせていただく

こととなりました大村と申します。 

前期に引き続き、皆様の議論がよりよいものにできるよう、お手伝いできればとい

うふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

振り返ってみますと、さいたま市はノーマライゼーション条例がありまして、障害

者差別解消法に先駆けて、障害のある方のノーマライゼーションの推進に部分につい

ては、かなり力を入れてきたところかと思っております。 

その条例に基づいた委員会ということで、本委員会がその役割を果たしてきたとこ

ろかと思っています。 

一方、2024 年の４月には、障害者差別解消法が民間事業主を対象として、合理的配

慮の義務化という形になりまして、いろいろと法律が施行され、なおかつ法律もここ

最近推進状況もかなり進んできたということがありますので、時代に即した形に、少

しずつ私たちも変化をしたり、それから、キャッチアップしていったりってことがも

しかすると必要になってくるかもしれません。 

これまで先を行っていたさいたま市ですけれども、もしかすると、この後、他の自

治体の動向であるとか、それから他の法律の動向も参考にしながら、私たちも議論を

していくべき時に来ているのかなというふうに思っています。 

そういう意味では、皆様方のご経験であるとか、それぞれのご所属されている団体、

それからご所属されている機関での様々な情報等は、非常に重要なソースになるとい

うふうに考えています。 

ぜひ忌憚のないご意見をいただけるとありがたく思っております。 

昨年度はこの委員会では、さいたま市障害者相談支援指針障害者差別相談票という

ものを、新しい様式に変更するという少し大きな取り組みをさせていただきました。 

この後、おそらくまた説明が事務局からあると思うのですけれども、これまで虐待

と差別を一緒の様式にしていたものを、やはり法律も異なりますので、しっかりと差

別の事案について、市民からの相談があったときに、受けとめが出来、相談がしっか
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りルートに乗るということが重要かなというところで、この委員会の中で提案があり、

そして、実現したということになっています。 

これは各支援課とか、それから障害者相談支援センターなどでも、この相談票を使

って相談を受け付けているかと思うので、市民に非常に身近なところでの、大きな下

支えの部分が変更されたというふうに考えておりますので、このような形で皆様方の

ご意見をもとに、この委員会で決めることで、市民の皆様の、特に障害のある皆様の

ノーマライゼーション推進とか、地域生活支援の推進が進んでいくのではないかと思

いますので、ぜひ、いろいろとご意見いただけますと、幸いに存じます。 

それでは議事進行につきまして、この後私の方で進めさせていただきます。 

本委員会の副委員長につきましては、条例施行規則の 14 条により、互選により選

出すると規定されております。 

私といたしましては、障害者の施策の状況にお詳しい、特に差別解消とか合理的配

慮の提供についてお詳しい森脇委員にお願いできればというふうに考えております

が、皆様いかがでしょうか。 

ありがとうございます。それでは、森脇委員に本委員会の副委員長をお願いしたい

と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、会議の始めに、今年度から初めて委員を務めいただく方も多いことから、

事務局の方から、この委員会について説明をお願いできればと思います。 

よろしくお願いします。 

 

２．説 明   

（事務局） 

それでは今年度新たにご就任いただいた委員及び臨時委員がいらっしゃいますの

で、改めて障害者の権利の擁護に関する委員会及び、障害者差別解消部会の概要につ

いてご説明させていただきます。 

資料 1、さいたま市障害者の権利の擁護に関する委員会、障害者差別解消部会、障

害者差別解消支援地域協議会についてをご覧ください。 

ノーマライゼーション条例第 15 条に定める本委員会は、市長の諮問に応じ、差別

に係る事項を調査審議すること、個別の障害者差別事案に関して申し立てがあった場

合に、助言またはあっせんを行うことなどを目的として設置された附属機関となって

おります。 

また部会は、障害者差別解消法第 17 条に規定する障害者差別解消支援地域協議会

としての位置付けもございます。 

しかしながら本市におきましては、平成 23 年の条例施行分以降、条例に基づく差

別の申し立てがないことから、障害者差別解消支援地域協議会として設置する障害者

差別解消部会と合同で開催し、障害者の差別解消に係る周知啓発や、申し立てに至ら

ない差別相談の事案等について協議報告を行っております。 

なお本委員会の臨時委員については、障害者差別解消部会としての任命になること

から、本委員会で実施する差別申立に対し助言またはあっせんに関与いたしません。 

今年度の今後の開催予定でございますが、年間２回の開催でございますので、本日、

第１回の開催となり、第２回の開催は、令和８年１月 27 日火曜日 14 時からオンライ

ンでの開催を予定しております。 
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以上、簡単ではございますが、本委員会についての説明を終わります。 

 

（大村委員長） 

ありがとうございました。 

ただいま事務局から、この委員会の設置の趣旨、それから、内容ですね、ご説明が

あったところかと思いますけれども皆様方の方で何か確認をしたい事項などござい

ますでしょうか。 

助言、あっせんを行うような申し立て事案は発生していないけれども、その手前の

段階で、かなり支援課であるとか支援センターを中心に、相談を受けて下さっている

状況があるということと、それからまだこの助言あっせんは行っていないけれどもも

しその場合には、臨時委員の方々を除き、そのことを審議する、助言あっせんを行う

委員会であるということが確認できたかと思います。 

この後皆様方もおそらく、それぞれの団体様でご活動いただいたり、それから市民

の方からもご相談を受ける場面があるかと思うのですけれども、さいたま市のこの構

造について、ぜひ共有、理解いただいて、何かあった場合にはこの枠組みに載せると

いうことを念頭に、ご議論いただけますとありがたく思っております。 

そうしましたら、次の議題に移らせていただきます。 

今の枠組みについてもし、何か気になることや、確認したいことがあればいつでも

またその時々で仰っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

では、次の議題、議題の１番目、障害者差別解消に関する周知啓発に関する状況に

ついてというところに移りたいと思います。 

こちらも事務局の方から説明をお願いできるでしょうか。 

 

３．議 事  

議題１．令和７年度障害者差別解消に関する周知啓発の計画について 

（事務局） 

それでは、議題１「障害者差別解消に関する周知啓発について」、御説明いたしま

す。 

お配りしております、資料２「令和７年度障害者差別解消に関する周知啓発につい

て」を御覧ください。まず、「１ 事業者や市民を対象とした啓発」としましては、

（１）パンフレットの作成・配布と（２）合理的配慮提供促進事業がございます。 

まず、パンフレットの作成・配布についてですが、本市では、主に事業者や市民を

対象とした「障害を理由とする差別の解消に関するパンフレット」と、主に小学６年

生を対象とした「ノーマライゼーション条例リーフレット」がございます。 

「障害を理由とする差別の解消に関するパンフレット」については、例年、啓発イ

ベントで配布を行うほか、この後御説明をいたします、合理的配慮提供促進事業の周

知と併せ、市内飲食店、医療機関等へ配布をしています。 

「ノーマライゼーション条例リーフレット」については、毎年小学６年生向けに配

布を行っているもので、各学校において、人権の学習の一環として取扱ってもらって

おります。今年度もより理解を深めてもらえるよう、昨年度に引き続き、子どもから

大人まで老若男女問わず、幅広い方を対象として作成した「ノーマライゼーション啓

発アニメーション動画」について掲載している「ノーマライゼーション条例 WEB」へ
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のアクセスを促す外、ヘルプマークについての理解も深められるワークシートを、リ

ーフレットと併せて４月上旬に配布しました。 

また、授業を行う先生用の説明資料へ新しくリーフレット、ワークシートの活用例

や障害政策課で実施している出前講座「ノーマラーゼーションって何？」について紹

介する文を加えました。 

次に、合理的配慮提供促進事業について、説明いたします。 

本事業の目的といたしましては、障害のある方が日常生活において利用する店舗等

の事業所、例えば小売店や医療機関、飲食店、美容室等が、障害のある方に対し、合

理的配慮を行いやすくするために、事業者等が行う合理的配慮の提供に要する費用の

一部に対し、補助金を交付するものです。 

交付の例としましては、簡易スロープや筆談ボード、パーテーション等の物品購入

に係る費用、また、点字メニューの作成等に係るコミュニケーションツール作成費で

す。 

令和元年度に始まった事業で、令和６年度までに合計で 39 件の申請をいただいて

おります。補助物品としては、折り畳み式簡易スロープや筆談ボード、骨伝導イヤフ

ォン等が実績としてございます。 

今年度も、より多くの事業所に活用いただけるよう、医療機関や飲食店など、障害

のある方が日常的に利用する施設に対して周知を行ってまいります。 

また、本事業については今年度より補助金の申請にあたって合理的配慮の提供に関

して正確に理解を深めていただくため、市出前講座を受講していただくこととしてお

ります。詳しくは、議題３その他報告事項で説明させていただきます。 

続いて、（３）イベントにおける周知についてでございます。 

イベントにおける周知としては大きく３点ございます。 

まず、①大宮アルディージャ手話応援についてですが、障害のある人もない人も一

緒にサッカーＪリーグの大宮アルディージャを手話で応援するイベントでございま

す。 

今年度は、８月 23 日（土）に NACK5 スタジアムにおいて実施予定です。当日は、

市長挨拶において、障害のある方への理解について触れる予定です。また、啓発グッ

ズやパンフレットの配布などにより、ノーマライゼーションの理念について啓発を行

います。 

続きまして、②障害者週間「市民のつどい」についてでございます。この「市民の

つどい」は、12 月３日から９日の障害者週間を記念いたしまして、障害者への理解と

関心を深めていただくとともに、障害者の社会参加の促進を図ることを目的に、毎年

12 月頃に開催しているイベントでございます。   

今年度も、昨年度同様、プラザノースと市民広場、きたまちしましま公園にて、12

月６日土曜日に実施予定です。こちらのイベントにおきましては、著名な障害当事者、

支援者等を講師にお招きして講演を行うほか、各障害者団体や関係機関等によるブー

ス出展、体験等を通じて障害者の理解の推進を図る予定でございます。 

最後に③さいたま市ノーマライゼーションカップについてでございます。ノーマラ

イゼーション条例とその理念を市民に普及啓発するために、平成 24 年度から実施し

ているイベントでございます。今年度も、来年２月に、ブラインドサッカーの親善試

合を実施予定でございます。こちらにつきましては、親善試合を行うだけでなく、パ
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ンフレットの配布や障害者差別解消の啓発ブースにおいて啓発を行うほか、ブライン

ドサッカーの体験イベント等を実施する予定でございます。 

続きまして、(４)研修等の実施でございます。こちらは、平成 30 年度からの取組

になりますが、障害福祉サービス事業所を対象とした研修の中で、障害者差別に関す

る研修を実施する予定でございます。昨年度から資料をホームページへ掲載して実施

する方法と、対面で講義やグループワークを行う方法の２種類の研修を実施しており

ます。 

続きまして、「２ 市職員を対象とした啓発」でございますが、大きく、一般の職員

を対象とした「障害を理由とする差別の解消に関する職員研修」と市長・副市長・局

長級職員等を対象とした「ノーマライゼーション推進市職員研修」がございます。 

まず、（１）「障害を理由とする差別の解消に関する職員研修」の実施でございます

が、さいたま市職員として、障害を理由とする差別の解消を推進するために必要な知

識を習得することを目的に研修を実施するものでございます。対象はさいたま市役所

の全部局の職員でございまして、各課所室等から職員１名が参加することとし、合計

が約 400 名となります。 

また、庁内のユニバーサルデザインの所管部局と連携いたしまして、体験型の研修

を実施する予定でございます。 

最後に、（２）ノーマライゼーション推進市職員研修の実施についてでございます。

こちらにつきましては、市長、副市長をはじめとする、市の幹部職員が、障害につい

ての理解を深め、ノーマライゼーション社会の実現に向けて取り組む姿勢を市民に広

く示すことを目的として実施するものでございます。昨年度は、埼玉県ボッチャ協会

事務局長村田由美子氏に御協力をいただき、ボッチャ協議について御講義、体験指導

いただきました。 

今年度につきましては、１１月頃に、手話についての研修を実施する予定でござい

ます。 

説明は以上でございます。 

 

（大村委員長） 

ご説明ありがとうございました。 

ご質問ご意見のある方は挙手をお願いいたします。 

丸山委員、お願いします 

 

（丸山委員） 

丸山です。ただいまの議題につきまして３テーマほど、まず１市民を対象とした啓

発の（２）。それから、（３）の②の市民のつどい、それから、２の市職員を対象とし

た啓発の（２）の幹部職員に対するものの３テーマについて発言したいのですけど、

1 テーマずつ、よろしいでしょうか。 

 

（大村委員長） 

お願いいたします。 
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（丸山委員） 

まず１の市民を対象とした市啓発活動で、（２）の合理的配慮提供促進事業に関し

て、まず改善いただきました点で後程ご説明いただくことになります資料６にも関連

いたしますけども、対象事業所が不特定多数が利用する事業所全てになった点。それ

から、申請者に対して、ノーマライゼーションに関する出前講座を受講する件、改正

いただきましたことについては、とてもよい改正だと思っております。ありがとうご

ざいます。 

それを踏まえてご提案が２点ほどあります。 

最近人手不足とか、ＩＣＴ化の、普及からお店などのアプリやウェブサイトの重要

性が、店頭の端末などを含めて、非常に重要になっているのですけども、視覚障害者

に対する、配慮ができていないことから困ってしまっている事例が大変増えています。 

一般ユーザーの人が使えるものを視覚障害者には使えないバリアが生じてしまっ

ているので、Ｗｅｂやアプリを、視覚障害者等いろんな人が使えるようにすることを

アクセシビリティ対応といいますけど、これにも費用がかかるので、ぜひ、補助金の

対象として追加することを提案させていただきます。 

また例えば店頭の端末でしたら、タッチパネルですと暗証番号の入力などが、視覚

障害者にはできませんので、ボタン式のテンキーを用意していただくとかそういうこ

とも、事例になると考えています。 

もう 1 つ、出前講座でＷｅｂやアプリを視覚障害者も利用していることが事業者の

方にあまり知られていないようですので、ぜひ視覚障害者も利用しているということ

を出前講座でも周知していただいた上で、画像に文字情報などの補足がないと視覚障

害者が、困ってしまうというようなことも含めて、具体的な内容を入れていただきた

いと提案させていただきます。 

この提案は、情報アクセシビリティコミュニケーション法に基づいて提案させてい

ただいております。 

また対応方法につきましては、デジタル庁のホームページなどにも出ていますので、

以上２点ご提案させていただきました。 

 

（大村委員長） 

丸山委員ありがとうございました。 

ご発言は以上でよろしかったでしょうか。差し支えなければ、他のご意見も合わせ

てことができますでしょうか。 

 

（丸山委員） 

 分かりました。 

では２テーマ目についてですが、３の、イベントにおける周知の②の障害者週間市

民のつどいについてです。 

毎年開催されているようなんですけど内容とか場所も毎年同じでマンネリ化して

いるのと、私も去年参加させていただいたのですけど、立ち寄りやすいという感じで

もないので、まず、提案１としましては、具体的に、障害者に市民の方に接して欲し

いという思いから障害者への接し方などについて、あまり長くない動画を作って常時

流していただくようなことをされてはいかがでしょうか。 
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例えば、ロービジョンの人とか、肢体不自由でも車椅子を使ってない人もいますよ

とか、難聴の方とか、そういう方も結構、人数としては多いですので、街中で見かけ

ることも多いと思いますので、このような人たちにどうやって声をかけて欲しいか。

やはり障害者も普通の人ですので、尊厳を持って普通に声をかけていただきたいとい

うことと、必要な配慮を確認して、どんな配慮をして欲しいというようなことを、動

画で常に流しておいていただきたい。 

また、２点目はプラザノースだけじゃなくて、例えばレイボックホールとか、浦和

のコムナーレとか、武蔵浦和、サウスピアなどの、より多くの人が立ち寄りやすい場

所で順番に開催するなど、ぜひご検討いただきたいと考えました。 

最後に、２の職員対象の啓発について、このノーマライゼーション社会の実現に、

向けた姿勢を市民に示すということなのですけど幹部職員の方が研修を受講して、誰

にどういう目的でどのように示しているのかよくわからないなという印象がありま

して、幹部の皆さんの仕事としてはもっと政策立案をリードするようなことがお仕事

となるでしょうから、もっと何かスポーツ体験とかというよりは、障害者の生活の実

情を理解していただけるような内容にして、市幹部の皆さんの仕事の場として、障害

福祉以外にもいろいろ関係しますから、ぜひ仕事に生かすことで、市民に示していた

だきたいなというのが、意見です。 

この議題に関する意見は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

（大村委員長） 

ご意見ありがとうございます。 

いくつか丸山委員の方からご提案とご意見があったかと思います。 

事務局の方でお答えできる部分をまとめてお願いできればと思うのですけれども、

1 つ目がアプリやウェブサイト、それからボタン式のテンキーも含めた、様々な改修、

或いは機器の購入についても補助金の対象にしていただくことが可能かどうかとい

うことであったり、それから出前講座で、Ｗｅｂやアプリなど、つまりＩＣＴを使っ

て、障害のある方々が生活をしているということがわかるような機会というのが提供

できないかどうか。 

それから、イベントの場所について伝統的に、プラザノースを使用していると思う

のですけれども、他の場所が検討できるのかどうか、それから動画を使った啓発も考

えられるのではないかというご意見がありました。 

また、幹部職員の研修について、中身について一体どのように決めているのか、或

いは、私たちも障害当事者或いは障害の関係者としてこういうことを、学んで欲しい

ってことが恐らくあるかと思うのですけれども、そことの絡みですね、そことの連動

をどのように作っていくのか、或いは現状で今どのように考えてるのかというところ

かと思います。 

事務局の方でお答えできる部分をお願いしてよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

障害政策課ノーマライゼーション推進係荒木でございます。 

いただいたご意見等提案について回答させていただきます。 

まず 1 点目の合理的配慮提供促進事業の関係なんですけれども、こちらはご紹介さ
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せていただいた通り、補助対象といったものは簡易スロープがほとんどメインになっ

ている状況でございまして、丸山委員からご提案いただいた、タッチパネルを補完す

るようなボタン式のテンキーなどの導入についても、対象として考えたほうがいいん

のではないかという意見につきましては、検討させていただきたいと思います。 

今のところこういった形での、申請というのは出てきていない状況ではあるのです

が、丸山委員にご提案いただいた通り、タッチパネルは最近、店舗等でも増えてきて

おりまして、目をつぶった状態では我々も操作のしようがないと思いますので、それ

を補完するような意味での、ボタン式のテンキーの購入も対象にできないかというこ

とにつきましては検討をさせていただきたいと思います。 

もう 1 点目の出前講座の際に、視覚障害の方もアプリとかＷｅｂ活用されていると

いうことをきちんと周知して欲しいといったご意見について、こちらにつきましても

出前講座の中で、視覚障害の方、聴覚障害の方を含めた意思疎通支援が必要な方々へ

の配慮につきましては説明させていただいてるところではあるのですけれども、丸山

委員がおっしゃられたような具体例を交えて紹介させていただいて、読み上げ対応等

が必要だということを、理解していただくような形での説明をきちんと加え、出前講

座に含めていきたいと思っております。 

特に最近視覚障害の方からの声が多いのは先ほど申し上げたタッチパネルの対応

です。当然こちらにつきましては視覚障害の方は、操作のしようがないところでござ

います。 

逆に聴覚障害の方はインターホンだけのところ、駅の無人化になっているところ、

そういったところでは、インターホン、音声だけでは対応できない状況だという声も

いただいておりますので、このような具体的な困難な状況に直面してしまうというこ

とを、具体例を交えた形で周知であったり、出前講座で障害のある方への意思疎通支

援の必要性といったものを訴えかけるような出前講座の内容を今後、我々も検討して

いきたいと思っているところでございます。 

続いての資料２の２ページ目のイベントの周知の障害者週間「市民のつどい」の内

容について、昨年度のイベントに参加いただいたということで、ありがとうございま

す。 

こちらについてのご意見ということで内容と場所について、マンネリ化しているの

ではないか、というご意見をいただきました。 

こちらにつきましても頻繁にいただいてる意見でございます。 

まず場所につきましては、実はこれまでのところ障害者週間「市民のつどい」の開

催場所っていうのは結構転々として参りました。 

ここを３年ほどは、北区のプラザノース周辺で開催しているのですけれども、それ

以前は浦和駅東口の、パルコの駅前と浦和コミュニティセンターの９階 10 階あたり

を会場として開催していた時期もございました。 

ただそれぞれの会場についても一長一短がございまして、駅前で非常に人が集まり

やすい便利な場所ではあるのですが、この浦和駅東口は、駅前広場の部分とコミュニ

ティセンターの浦和パルコの建物 10 階部分が離れてしまうことから、イベントとし

ての一体性がなかなか保てないといった、そういった欠点もございます。結局駅前の

すぐ東口の広場のところに人はいるのですけれども、肝心の浦和コミュニティセンタ

ー10 階部分で開催するイベントの方にはなかなか足を運んでいただけない、そうい
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った欠点がございまして、イベントを一体的に開催できる会場ということで、令和４

年度からプラザノースの会場の方に移らせていただいたというところでございます。

その間にコロナ禍で、Ｗｅｂ開催を開いていた時期があったのですけれども、開催場

所については、常にいろいろ試行錯誤しながら検討をしているところでございます。 

さらにその以前は浦和区大原の障害者交流センター等、そういったところで開かせ

ていただいたりした時期もございました。 

それぞれの会場については一長一短ありまして、人がなかなか集まらないとか、一

体的にイベントを開催できないとかそういった中で、試行錯誤しながら、会場の方を

選定しているということでございます。こちらについてもまた、いただいたご意見を

参考に、今後の開催会場等について検討する 1 つの材料とさせていただきたいと思い

ます。 

障害者週間、市民のつどいにつきましては実行委員会を立ち上げて実行委員会の方

で、イベントの内容等を検討し、実施しているところでございます。 

この開催会場についても実行委員会の方で検討いただいてるところでございます

ので、本日いただいたご意見については随時、実行委員会の方にもお伝えさせていた

だき、今後のイベントの内容等についての検討も含め、実行委員会の方には伝えさせ

ていただきたいと思います。 

実行委員会の方でもレイボックホールとか、そういったところは候補地として挙げ

て検討してるところではございますので、そのような点も含めて、実行委員会の方に

報告をさせていただきたいと思います。 

もう 1 点、障害のある方への接し方についての動画を流した方がいいのではないか

というご提案をいただきました。 

こちらにつきましても流す内容等も含め、動画を流すような場面は、所々あるかと

思いますので、実行委員会の方へこのような提案があったということを伝えさせてい

ただきたいと思います。 

最後に職員研修につきましては、ノーマライゼーション推進の市職員研修の幹部研

修についてのご提案でございます。 

こちらにつきましてもノーマライゼーション条例ができた平成 24 年度から毎年、

幹部職員を対象に実施しております。こちらについては基本的に市の職員、市長副市

長等をはじめとする市の幹部職員が率先して障害のある方に対する理解を深めてい

く、ということを目的に実施しているものでございます。 

内容としましては、非常に基礎的な内容であり、時間も 1 時間程度しか、枠を設け

られないという制約もあるのですけれども、毎年毎回基礎的な内容となってしまって

いるのが実情でございます。ただ、こちらにつきましても先ほど丸山委員からご提案

があった通り、政策を立案、リードするような立場の者たちなので、障害のある方の

生活の実情を理解するような講義を主体にした内容にもう少し重点を置いて、体験で

はなく、障害のある方の実情をより深く知る、そういった内容の研修を実施すること

について今後検討させていただきたいと思います。 

今年度令和７年度は手話の体験という形で進めさせていただいてるのですが、それ

以前の令和５年度につきましては、障害がある方の実情、視覚障害、弱視の方なんで

すけれども、その方にお越しいただいて、あと眼科医の先生にご講義いただき、弱視

の方、視覚に障害がある方の実情について、幹部職員に知っていただき、理解しても
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らうといった内容の研修を進めさせていただいた回もございます。今、丸山委員から

ご提案いただいたような研修の方向性につきましても、決して見失わず、その方向で

の研修内容といったものも、今後重要な視点だということで実施していきたいと考え

ているところでございます。 

以上でございます。 

 

（大村委員長） 

ありがとうございます。 

丸山委員、いかがでしょうか。今の回答について。 

 

（丸山委員） 

ご回答ありがとうございます。いろいろ前向きに取り組んでいただけるということ

で、ありがとうございます。 

Web の改善費用についても、そうすぐには難しいかもしれないですけど、ぜひ検討

いただければなと考えております。ありがとうございます。 

 

（大村委員長） 

先ほどのアプリケーションですねアプリやウェブページウェブサイトなどの改修

について、視覚障害のある方も含めて或いは発達障害のある方にも使いやすいような

アプリケーションや、ウェブサイトなどの開発の費用についても、この合理的配慮提

供促進事業の中で、補助対象として検討して欲しいという趣旨だったかなというふう

に思います。 

引き続き事務局の方でご検討いただければと思います。 

他にこの件に関わってご意見のある方、お願いいたします。 

一ノ瀬委員お願いいたします。 

 

（一ノ瀬委員） 

出前講座のノーマライゼーションって何っていうのは、どのぐらいの時間で、どの

ような内容のものなのかちょっと教えていただきたいと思ったのですが。 

 

（大村委員長） 

出前講座の内容と時間、それからどなたが講師になるのかとかその辺りですかね。

事務局の方で回答あるでしょうか。お願いいたします。 

 

（事務局） 

障害政策課荒木でございます。 

こちらの出前講座につきましてはですね、タイトルが「ノーマライゼーションって

なに？」という形で開かせていただいておりまして、概ね時間は 40 分から 1 時間程

度を目安に実施しております。 

内容につきましてはノーマライゼーションの理念と、障害者差別解消法、あとノー

マライゼーション条例（さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に

関する条例）、こちらの内容についての出前講座を開かせていただいてるものでござ
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います。 

具体的には障害のある方に対する理解と、障害のある方と接するに際して必要な配

慮等について、具体例を交えて説明をさせていただいてるというところでございます。 

対象は基本学校であったり市内の企業等であったり特に制約はなく、実施してると

ころでありますが、事例としては主に市内にある、短大等に赴かせていただいて、講

師に関しては市の職員が、伺わせていただいてこの障害者差別解消法、ノーマライゼ

ーション条例についてお話をさせていただくといった内容となっております。 

この中で合理的配慮の提供とか建設的対話の必要性について、噛み砕いて具体例を

交えて、普段、障害のある方に接することがない方たちに対して簡単に説明するとい

うような内容となっております。 

 

（大村委員長） 

いかがでしょうか。よろしいですか。 

ありがとうございます。 

他にご質問或いはご意見などいかがでしょうか。 

竹野谷委員お願いいたします。 

 

（竹野谷臨時委員） 

岩槻区障害者生活支援センターささぼしの竹野谷です。 

もう取り組んでいたらあれなんですが、私支援センターとして、この差別事案に対 

して、受けつけとか、そういった対応してるわけですけども、長年支援センター職員

をやってきて、正直言ってですね、これは差別じゃないのですかっていうお問い合わ

せというか、そういったことっていうのが、あんまりないんです。 

私たちも意識して、ご本人たち、当事者の方のお話を聞いていかないと、それって

差別なんじゃないのかな。というのを、スルーしていってしまうようなところが正直

言ってあると思っていまして、事業所の中でも、かなり意識して、お話を聞くときに

そういったことにもアンテナを張りながらやってるんですけども、当事者の方たちご

本人たちが、そもそも差別って何なのかっていうことを、ご本人たち自身がどれぐら

い知ってらっしゃるのかなっていうことをちょっと思っていて、特に知的障害のある

方とか、虐待とかもそうですけど、知的障害のある方なんか、何が虐待なのかってい

うのはやっぱりご存じなかったりとかして、なんかただ職員さんとふざけてるだけだ

ったみたいなこととかって、よく、調べて聞き取りしていくとあったりすると思うん

ですけど、そういったことも含めてやっぱり当事者の方たち自身に、もう少しこの、

障害者差別っていうところについての知識だったり、そういったことを学んでもらえ

る機会だったりとか、このパンフレットの配布等も例えばですけど、作業所だったり、

その当事者の方たちが利用する場所に、もう少し配ったりとかして、周知啓発してい

くとかっていうのも 1 つなのかなと思います。 

このアニメーション動画っていうのもすごくいいなと思っていて、視覚的にもわか

りやすく情報が入りやすいのかなと思いますし、そういったものの活用が、ご本人た

ちにできる機会、またはそういった場所を提供していただけるといいんじゃないかな

ていうのをちょっと思ったところです。以上です。 
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（大村委員長） 

竹野谷委員ありがとうございます。 

障害者差別解消に関する周知啓発というのが、障害のある人向けではなくて障害の

ない方、一般の市民向けのものが非常に多いので、とはいえ当事者の方向けにそのこ

とを周知したり、啓発したりするのが追いついているんだろうかってそういう疑問と

いうふうに理解をいたしました。 

この点に関わっては、少し当事者団体の方々にもお話をお伺いできればなというふ

うに思うのですけれども、例えば竹内委員や一ノ瀬委員など、ご自身の団体などで取

り組んでいる、例えば知的障害のある方の親御さんやご本人に向けて、合理的配慮や

差別解消に関わる、その周知啓発であるとか、それから竹内委員におかれましては、

団体の方でそういう取り組みがもしあれば、少しこの場でご協議いただけるとありが

たいと思っておりまして。 

併せて、そういう団体で実施している取り組みだけではなくて、会員からこういう

声があるとか、こういうことをやって欲しいとかということがあれば、少しお聞かせ

いただくことができるでしょうか。竹内委員いかがですか。 

 

（竹内臨時委員） 

私は精神障害者の自助グループをやってるんですけど、やっぱり精神障害者って結

構偏見とか差別とか根強いんですよ。 

例えば病院から出られないというのも 1 つの差別だし、病院で拘束されていること

がすごく多いということも今事実としてあります。 

ですので、本人たちも分からないような差別というのは世の中にいっぱいあるので、

そこら辺はもうね、感情を含め家族を含め、知らしめていくってのが大事かなと思っ

たりします。以上です。 

 

（大村委員長） 

ありがとうございます。 

何か団体の方でそういう研修とか啓発の取り組みみたいなのってされてるんです

か。 

 

（竹内臨時委員） 

年に 1 回学習会はやってるのですが大体コミュニケーションの勉強をしてます。 

やっぱり健常者と障害者とのコミュニケーションが大事なので、コミュニケーショ

ンの仕方を学ぶっていう学習会ですね。 

 

（大村委員長） 

ありがとうございます。 

一ノ瀬委員いかがですか。 

 

（一ノ瀬臨時委員） 

当会は知的障害の子を持つ親の会なので、知的障害があるっていうのはどういうこ

とかっていうことをテーマに、全国の手をつなぐ育成会とともにＰ＆Ａキャラバン隊
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というものをやってます。 

そちらで、知的障害とはどういうものかというのを、ワークショップ形式で、依頼

された場所に行って、説明するっていうことを行っています。 

あと差別に関しては、皆さんあるとは思うんですけど、皆さんあんまり口にしない

ときもあります。口にするのもやっぱり、大変なときもあるのかなというのと、あと

はやっぱりこう、周りでいろんな方にいろんな目線で見られることに、やっぱり見ら

れちゃったなんて、思ってしまって、それを逆に慣れてしまって口にもできないって

いうような感じです。すみません。最近はそういう話はしてきてないです。 

 

（大村委員長） 

ありがとうございます。 

一ノ瀬委員と竹内委員に、それぞれの団体で、合理的配慮って一体何なのかってい

うところの研修会を確か昨年度されてたような記憶があったのですみません振らせ

てもらった次第でした。 

 

（一ノ瀬臨時委員） 

すみません。昨年度の 1 月に大村先生を講師に迎えて、合理的配慮の基本っていう

タイトルで、障害者の人の合理的配慮というのはどういうものかとか、あとはどうい

うことを言っていいのかっていうのを大村先生に具体的に解説していただいた研修

会を昨年度行いました。 

それは小中高の学生さんの親御さんに向けて、行ったんですけれども、わかりやす

かったっていうお話や、こういうことは言ってもいいんだ、わがままではないんだっ

ていうことの、ご理解を得られたっていう点ではいい研修ができたかなと思ってます。   

これから先もやっていきたいっていうところで、会の方では話が出ています。以上

です。 

 

（大村委員長） 

ありがとうございます。 

こんなふうに障害のある当事者や親御さんの方でも学習をする機会があるという

共有だったかと思います。 

川津委員、いかがでしょうか。聴覚障害のある方々の会では、何かその合理的配慮

であったりとか、それから、障害者差別解消に関わる、当事者に対する周知啓発みた

いなのってどんなふうにされてらっしゃるでしょうか。 

 

（川津臨時委員） 

川津です。障害者の差別、合理的配慮のための学習会は実はやっていないです。逆

に聞こえる人、聞こえる団体と一緒に学習会ということを、差別に対して合理的配慮

に対してなんだろうといったところの、聞こえない人に対するコミュニケーション方

法の理解といったところを、聴こえる人の団体と活動をして勉強しているところです。 

手話をまねるっていう言葉を昔は使っていたのですけど。今、手話というのが、言

語として認められている中で、いまだに手まねみたいな言葉を使っている人がいたり

とか、それから手話という言葉がまだまだ手話が言語であるっていう言葉が広がらず、
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相変わらず手まねといった差別に関わるような言い方をしているっていう状況も実

際にあったりします。 

それを、改善するため、合理的配慮が必要であるということを要望しているところで

す。以上です。 

 

（大村委員長） 

ありがとうございました。 

こんな形で当事者の方々や当事者の親御さんなども含めた団体でも、学習の機会が

必要だからこそ、いつそういった活動をされてるのかなというふうに思いますので、

多分他に自主的にされてる部分も否めないと思いますし、必要だからされてるってこ

とがあるのかなと思うので、これを私たち、この委員会としても、どんなふうにバッ

クアップできるのかとか応援できるのかというところもあわせて検討できるといい

のかなと思いながら伺っておりました。 

今すぐ議題に挙げるとかってことになるかどうかわからないのですけれども、事情

が共有できましたので、少し、当事者に向けた、啓発だったりとか学習の機会とかっ

ていうのを一緒に考えていけるといいかなと思いながら伺っております。 

他に皆様がたの方で議題の１番に関わって、ご意見のある方いらっしゃるでしょう

か。 

はい。よろしければ議題の２に移らせていただきたいと思います。 

それでは議題の２番目、障害者差別に関する状況についてということで事務局から

ご説明お願いいたします。 

 

議題２．令和６年度障害者差別集計表(速報値)について  

（事務局） 

それでは、議題２「障害者差別に関する状況について」御説明いたします。資料３

「令和６年度障害者差別集計表（速報値）」御覧ください。こちらは、令和６年度に市

が相談を受けた障害者差別事例について集計したものです。  

令和６年度１年間の対応件数は、４件でございます。 

まず、対応状況ですが、４件すべてを障害政策課で対応しており、各区での対応件

数は０件でした。 

次に、③「被差別者の性別」では、男性２名、女性が２名となっております。④の

「被差別者の年齢」では、10 代が１名、30 代が１名、不明が２名です。次に、⑤の

「被差別者の障害種別」でございますが、発達障害の方が１名、肢体不自由の方が１

名、視覚障害の方が１名、知的障害の方が１名です。⑥の「被差別者の障害等級」で

すが、相談者の個人情報は必要以上の聞き取りを行っていないため、不明が多くなっ

ております。 

次に裏面を御覧いただきまして、⑦「差別の相談者」ですが、本人からが１件、当

事者の親からが１件、友人からが１件、日本盲導犬協会からが１件となっております。 

⑧の「差別の分類」につきましては、建物や施設利用に関することが３件、通学に

関することが１件、でございます。   

次のページは、参考に過去５年の相談件数について記載しているものです。年間の

相談件数としては、年度によって数件の前後はあるものの、４件程度で推移していま
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す。 

分野別の件数を見ますと、日常生活におけるいずれの場面においても差別に関する

相談が挙げられておりますが、施設利用に関する事案が多く見受けられます。 

以上で資料３の説明を終わります。 

 

（大村委員長） 

ありがとうございました。 

2024 年４月から、障害者差別解消法民間事業者も含めて、合理的配慮が義務化され

たところですけれども。大きく件数が変わらないというところも確認できたかなとい

うふうに思っております。 

先ほど竹野谷委員からありましたけれども、障害のある当事者自身がそのことを気

づいて申し立てをすることができたり、相談することができるというのが、もしかす

るとまだまだ十分ではない可能性があるのかなと思って拝見をしておりました。 

ありがとうございます。 

それではここから個人情報を含む資料の説明に入りますので、申し訳ございません

が傍聴者の方につきましては、ここでミーティングルームからのご退席をお願いいた

します。事務局、事務局の方でご対応お願いできるでしょうか。 

それでは、引き続き事務局から説明をお願いいたします。 

 

議題３．その他報告事項 さいたま市障害者相談支援指針について 

それでは、議題３「その他報告事項」の「さいたま市障害者相談支援指針障害者差

別相談票について」御説明いたします。資料５「さいたま市障害者相談支援指針 障害

者差別相談票」を御覧ください。 

まずこの支援指針ですが、さいたま市地域自立支援協議会において、相談支援業務

に対する行政の公的な性格をもつ文書としての実務指針が必要不可欠と考え、平成 23

年４月に相談支援に関する実務指針として作成したものです。毎年改訂をしていると

いうものではなく、随時実態に合せ、必要に応じて改定を行っております。 

今回お配りしている資料は障害者差別相談票の様式と記入例を抜粋したもので、昨

年度委員の皆様からご意見をいただき作成した相談票となります。 

こちらの相談票につきましては昨年度の第２回さいたま市障害者の権利の擁護に

関する委員会の後、令和７年３月２５日に障害福祉課を通じて各区支援課と障害者生

活支援センターへ様式、記入例のデータを送付し、様式の変更について周知いたしま

した。 

「さいたま市障害者相談指針」への掲載については次回の冊子刷り直しのタイミン

グに合わせ、様式の差し替えを行う予定です。 

以上が「さいたま市障害者相談支援指針 障害者差別相談票」についての報告とな

ります。 

相談票について様々な御意見、御協力を賜り、ありがとうございました。 

 

議題３．その他報告事項 さいたま市合理的配慮の提供支援に係る補助金交付要綱改

正」について 

それでは、議題３「その他報告事項」の「さいたま市合理的配慮の提供支援に係
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る補助金交付要綱改正」について御説明いたします。資料６「さいたま市合理的配

慮の提供支援に係る補助金交付要綱改正箇所抜粋」を御覧ください。 

まず、こちらの要綱についてですが、ノーマライゼーション条例に基づき、事業

者が合理的配慮の提供を容易に行うことができるようにすることを目的に、事業者

が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部に対し、補助金を交付する事業につい

てとりまとめたものであり、令和元年７月１日から施行しております。 

今回要綱の一部を改正しており、改正した箇所について報告させていただきます。 

まず第３条（対象者）をご覧ください。今まで補助金の対象となる者について「市

内に事務所又は事業所を有し、飲食、物販、医療等不特定多数の者が利用し、障害

者の利用が見込まれる事業を行う事業者」としていたものを「市内に事務所又は事

業所を有し、飲食、物販、医療不特定多数の者が利用する事業を行う事業者」へ変

更しました。 

これは改正前の文言だと補助金交付対象者が「障害者の利用が見込まれる事業を

行う事業者」に限定されていることから、見込まれる見込まれないにかかわらずあ

らゆる事業において、障害者も利用できるようにするべきであることを踏まえ、「障

害者の利用が見込まれる事業を行う」という文言を削除いたしました。 

続いて第６条をご覧ください。こちらは補助金交付申請について記載した項目で、

要綱改正後は「市が主催する出前講座（「ノーマライゼーションってなに？」）を受

講後」という文言を加えました。   

どのような場面でどういった合理的配慮の提供が必要になるかというのは、配慮

を受ける方の障害の種別だけではなく、配慮を提供する側の業態や場面によっても

大きく異なるものであり、パンフレット等による一般的な説明だけでは難しい場面

もあるのはないかと感じます。 

出前講座の中では、総論的な説明のほかに、その事業者の業種ならではの困りご

とやよくある事例などに市職員が対応・説明することができるため、出前講座を行

うことで合理的配慮の提供に関して正確に理解を深めていただくことができ、事業

者による障害のある方への応対における不安感が軽減されるのではないかと考えて

おります。 

その他今回の改正に基づき、要綱の施行日、要綱の効力が失われる期限日、 

申請時に提出いただく申請書である様式第１号に修正を加えております。 

以上が「さいたま市合理的配慮の提供支援に係る補助金交付要綱改正」について

の報告となります。 

 

（大村委員長） 

ご報告どうもありがとうございました。 

ただいまの説明ですね差別相談票についてはすでに変更して実施済み、それから今

現在この様式で行っているということ。 

それから補助金の交付要綱についても、こちらが実際に変更、改正後の要綱の方、

ご協議いただいたということになります。 

これに関わって皆様方から何かございますでしょうか。 

はい。冒頭では、丸山委員からこの改正について歓迎する、そういうコメントもあ

ったかと思いますので、前向きに、私達もとらえて、それからできるだけ、このこと
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を私たち、委員ですので、委員の立場で知った立場ですので、ぜひ、いろいろと広報

したりそれから広めていったりってことができるといいかなというふうに思ってお

ります。 

ありがとうございます。 

それではですね、こちらでご用意した議題は以上となりますけれども、その他、委

員の皆様方で何かその他としてご報告などをお持ちの方がいらっしゃるでしょうか。 

丸山委員、お願いいたします。 

 

（丸山委員） 

丸山です。ちょっと時間ないのかもしれないんですけど、災害対策基本法等の一部

を改正する法律というのが、能登半島地震などを踏まえて６月に公布されています。 

これについて、さいたま市で対応を進められているかについて確認させていただけ

ればと思います。 

例えば視覚障害者被災者支援ですと日本盲人福祉委員会の被災者支援チームとい

うのが国の、被災者支援団体としての登録を計画しているという情報をいただいてい

ます。このような団体から、被災者、被災障害者のリストや避難状況など問い合わせ

を出す際に、さいたま市として対応できる準備を進められていますでしょうか。 

また、避難所、それから在宅、広域避難など、いろんな状況に、ある被災者援護サ

ービスとして、例えば視覚障害者の方の場合は、移動支援、それから、視覚障害者に

も伝わる情報提供が必要となりますが、そのような、サービスの提供が可能なように

準備されてますでしょうか。 

市だけでなかなか難しいところもあるかと思いますけど埼玉県とか埼玉県眼科医

会とか障害者当事者団体などと、連携してぜひ準備を進めていただくようお願いした

いと考えていますが、いかがでしょうかというのが、発言です。以上です。 

 

（大村委員長） 

丸山委員ありがとうございます。 

障害のある方が災害被災しますと、特に東日本大震災のときなどは、人命が２倍失

われてしまっているというそういう結果もありますので、非常に障害のある方の生活

にとっては重要な案件かなというふうに思っておりますが、さいたま市もいろいろな

会議体がありますので、一体どこがどういう形で所掌して、進めているのかっていう

ところも含めて、事務局の方で、何か、このコメント、それから返答あるでしょうか

お願いいたします。 

 

（事務局） 

障害政策課荒木でございます。 

先ほど丸山委員からご質問ありました災害対策基本法改正の件でございます。 

まずこちらについて防災部局とあと避難行動要支援者名簿等を所管している福祉

総務課の方に情報確認したところ、まずは１点目の被災者援護協力団体の登録制度と

いったものが改正で創設されたところでございます。お話ありました通りこれまでの

災害等で協力いただいてたＮＰＯとかボランティア団体等に対して災害発生当初か

らスムーズに被災者等の情報提供できるようにするために、この被災者援護協力団体
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としてあらかじめ登録ができるという制度が創設されたところでございます。 

この準備について現時点での状況というところなのですけれども、防災課と、避難

行動要支援者名簿の作成提供先同意等の担当所管である福祉総務課の方に確認した

ところなのですけれども、まだ現時点では詳細な情報が来ていないので引き続き情報

収集を行っており、具体的な動きはまだということです。 

続いてもう 1 点目の災害救助法の９条に福祉サービスの提供が追加された。災害対

策基本法でも、福祉サービスの提供といったものが明記されたことですね、こちらな

んですけれども先ほど丸山委員がおっしゃられた通り、このことによって、例えば避

難所や在宅避難されている方に対し、福祉サービスの提供をした際に、後程、この災

害救助法に基づく、費用が支弁されることになるということになりましたので、災害

時に避難所等における福祉サービスの提供っていったものも今後は、進むことになる

野ではないかと認識してるところでございます。 

ただ、こちらについてもちょっと現時点ではまだ詳細が内閣府等から来ておらず、

引き続き情報収集を行って具体的な動きはまだされていないというのが現状でござ

います。 

いずれも過去の災害時での対応とか先行事例等の情報を収集してさいたま市では

どう取り組んでいくかということが、検討事項になろうかと思われます。 

なお、災害対策の関係なのですけれども本件についてはさいたま市の障害者総合支

援計画にも記載されております。 

後程ご確認いただきたいのですけれども計画の基本目標の４というところに障害

者の危機対策に係る、記載がございます。それに関係することで重要な視点でありま

すことから、この権利擁護委員会だけじゃなく、障害者施策を審議する障害者政策委

員会で議論する内容と考えられますので、丸山委員の方からご質問があった点、ご意

見も含めて、障害者政策委員会で報告して、次期計画策定、そちらの際の視点として

参りたいというふうに考えているところでございます。 

 

（大村委員長） 

丸山委員いかがでしょうか。 

 

（丸山委員長） 

ありがとうございます。また政策委員会の方も含めまして、こちらでも次回以降ま

た報告、状況について伺えればと思います。 

 

（大村委員長） 

ありがとうございます。 

議題、その他、皆様の方でいかがでしょうか。 

特にないようですので、それでは、こちらですべての議事が終了したということな

ります。進行にご協力くださってどうもありがとうございました。 

それでは事務局に進行をお返しいたします。 
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４．閉 会  

（事務局） 

委員長ありがとうございました。 

最後に１点私の方から情報提供でございます。手話言語条例の関係でございます。 

６月の 11 日に、さいたま市議会でさいたま市手話言語条例が議決され、同日から

施行となりました。 

それと先週、衆議院、国会で手話に関する施策の推進に関する法律といったものも

可決されました。 

以上の通り、立て続けに手話に関する法令が成立したところでございます。 

今後もこの法令や、ノーマライゼーション条例をうまく活用しまして、さらなる手

話の普及につなげていきたいと考えているところでございます。 

障害のある方への理解、周知啓発に、直結することになるかと思いますので引き続

き皆様と連携して、この手話に関する施策推進もして参りますので、よろしくお願い

いたします。 

それでは本日は長時間にわたりまして、貴重なご意見をちょうだいいたしまして誠

にありがとうございました。 

次回の日程でございますが、年明けの令和８年１月 27 日の火曜日を予定しており

ます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは以上をもちまして本日の会議を閉会とさせていただきます。 

委員の皆様には、会議の進行にご協力いただきありがとうございました。 

 


